
岐阜県退職公務員連盟

可児支部広報
令和７年度 第 １ 号 ４月 ２日

県退公連 第２回評議員会に参加して
支部長 長谷川秀次

岐阜県退職公務員連盟第２回評議員会が、令和７年3月１４日(金)、校長会館
にて、下記のように開催されました。評議員会は岐阜県2２支部の支部長が集まる
会で、年２回開催されています。

第１回評議員会は、令和６年５月３０日(木)、ぎふメディアコスモスおどるスタジ
オにて開催されました。内容は、新役員紹介、前年度会計報告、新年度の活動・事
業計画・予算案の承認、その他報告や連絡事項でした。

年度末の会が今回の第２回評議員会にあたるわけです。議事内容等について、
一部を報告します。

令和６年度 第２回 評議員会

１ 日公連の歌
２ 開会挨拶 会長
３ 議長選出
４ 議 事
① 令和６年度 事業会務報告、収支決算中間報告について
② 令和７年度 事業会務計画、収支予算案について
③ 令和７年度 組織拡充・強化の方針と目標について
④ 支部組織の維持、存続のためのガイドラインについて
⑤ 令和７年度 県連役員人事について
⑥ 規約・規程の改正について

５ 連 絡
①女性部活動報告 ②組織部活動報告 ③広報編集委員会活動報告
④総務委員会活動報告 ⑤令和７年度全国大会参加予定支部(第３グループ、羽島
・郡上・土岐) ⑥令和７年度全県大会について(１０月２２日水曜日、ぎふメデ
ィアコスモス) ⑦年度末・年度始めの諸文書提出について

６ 閉会挨拶 会長

、

◆収支決算報告（中間）より

様々な活動を支えるのが収入です。費目「加盟金」が主たるものですが、正会員
数が令和４年度5,146人から令和５年度4,865人へ、令和６年度は4,３００人へ
と減少しています。その減少分を補うために、財政調整基金積立金より繰入して遣
り繰りしている状況です。そのため、事務局長の勤務時間を減らす等、支出もでき
るだけ抑えるのは致し方ありません。
令和６年度の会員は、正会員が４,３００人、準会員７１９人、賛助会員１,００６

人、計６,０２５人です。



◆岐阜県退職公務員連盟規約の一部を改正する規約より

岐阜県退職公務員連盟規約（以下「規約」という。）の一部を次のとお
り改正する。 改正年月日 令和７年４月１日

規約第１２条（専門部）を次のとおり改める。

改正後 改正前

(委員会) (専門部)
第１２条 第５条の事業を円滑に推 第１２条 第５条の事業を円滑に推
進するため、総務委貝会、広報情報 進するため、組織部、女性部を置く。
委員会、組織強化委員会、厚生委員 前項の部長は、常任理事とする。
会を置くこととする。
前項の委員長は、副会長とする。

役員・組織はこのように

令和７年度の役員・組織 令和６年度の役員・組織

会 長 総括 会 長 総括

副会長 総務委員会 副会長 広報編集委員会担当

副会長 組織強化委員会 副会長 組織部長

副会長 広報情報委員会 副会長 女性部長

副会長 厚生委員会 副会長 総務委員会担当

常任理事 事務局長 総務・庶務担当 常任理事 事務局長 総務・庶務担当

常任理事 総務委員会 常任理事 総務委員会担当

常任理事 組織強化委員会 常任理事 組織部担当

常任理事 広報情報委員会 常任理事 女性部担当

常任理事 厚生委員会 常任理事 広報編集委員会担当

理事 ９名 常任理事 総務委員会担当

監事 ２名 理事 ７名

監事 ２名

可児支部規約の一部改正へ

県の専門部会の見直しにより、「組織部」「女性部」の２部制から「総務
委員会」「広報情報委員会」「組織強化委員会」「厚生委員会」の４委員会
制に変更されることになりました。そのため、可児支部規約も第４章役員
第８条の「女性部長」を「厚生部長」に改正したいと考えています。
また、可児支部女性部規約は発展的解消として廃止したいと考えていま

す。これらは、支部総会の議事となりますので、ご理解とご協力をよろし
くお願いいたします。



◆岐阜県退職公務員連盟規約第12条に定める委員会を定める細則
（令和７年４月１日） 制定

岐阜県退職公務員連盟（以下「退公連」という。）の幅較し多様化する事業活動
に対応するとともに円滑で的確な事業活動の充実と効率化を図るため設置された
以下の委員会の所掌事務を次のとおり定める。

名 称 事 業 活 動 等 の 内 容

総務委員会 ・規約第４条に定める退公連の目的をより深く意識した事業活
動年間行事の検討に関すること。
・安定的で持続可能な財政基盤(適正な会費・新たな財源の確
保)に関すること。

・退公連の規約・規程等に関すること。
・全県大会等式典の運営と発信力のある大会運営に関すること。
・関連団体との交流等に関すること。

広報情報委員会 ・魅力的で発信力のある「退公連だより」の編集と配布に関する
こと。

・分かりやすいホームページ・デジタル情報の発信に関するこ
と。

・激変する社会情勢、社会保障制度・公務員制度等について、タ
イムリーな情報発信に関すること。

・国・県ばかりではなく、心を繋ぐ支部・会員の活動情報の発信
と交流に関すること。

組織強化委員会 ・心に届く説得力のある勧誘活動の研究と実践に関すること。
・退公連に加人し続けられるような活動と働きかけの研究に関す
ること。

・退職者及び過年度の職域別退職者把握と勧誘に関すること。
・職場と居住地が異なる場合を考慮した支部間の情報交流と効果
的な広報活動や柔軟な選択も考慮に入れた支部加入の配慮に関
すること。

・退公連の目的を解りやすくアピールする「入会案内」に関する
こと。

・定年延長、年金、医療、介護制度、各種税制等の研修、特に支
部組織部長会での年金研修の実施の検討に関すること。

厚生委員会 ・広く地域社会と繋がり、共に活動する喜びを感ずることのでき
る社会貢献活動の推進に関すること。

・絆の輪が広がるより魅力的な活動に関すること。
・女性主導に限定しないで、会員相互の生きがいづくりや支え合
い活動の展開に関すること。

・各支部の福利厚生に関する実践交流と課題の把握に関するこ
と。

・ともに活動する中での効果的な勧誘活動の展開に関すること。

◆令和７年度 組織拡充・強化の方針と目標 全員が一人を勧誘

令和７年度も定年引上げ期間中（令和５年から令和１４年）であり、会員
勧誘方法について理解・確認して対応します。
◎令和６年度は定年退職者の出ない年度でしたが、令和７年３月末からは定
年退職者が出ます。



①各職種により定年退職者及び定年前退職者の状況が異なることから、新聞
記事、各職種の会員からの情報を参考に、退職者を把握して勧誘します。

②定年前再任用（短時間）及び暫定再任用（短時間又はフルタイム）で勤務
する者は、辞令により退職していることから、正会員として勧誘すること
を原則とします。

③幅広く対象者を掘り起こしての勧誘、声かけしていない人、未加入の高齢
者の発掘勧誘に努めます。

◇キャッチフレーズ…退公連は高齢者の幸せな暮らしを守る。
今後の暮らしに不安が出たときこそ、退公連への加入を！

◆全人口が減少し、65歳以上の高齢者人口の総人口に占める割合は29.1％と過
去最高となり、80歳以上は10.1％と初めて10％を超えました。そして、国民生
活基礎調査(令和元年)によると、65歳以上の高齢者世帯で公的年金・恩給等の総
所得に占める割合が100％の世帯は48.4％、80％以上100％未満の世帯が12.5
％で、年金等の総所得に占める割合が80％以上の世帯は６割を占めています。こ
のように約６割の高齢者世帯の所得は、ぼぽ年金のみです。
◆退公連は、高齢者の生活を支える年金に関して、国に声を届けることができる
唯一の組織であること、また、会員高齢者が少しでも幸福になれるように、医療、
福祉等の関係機関への働きかけや、高齢者の要求を掴み、組織の活動に反映して
いることを伝えて勧誘するようにします。

◆岐阜県退職公務員連盟のＨＰに可児支部ＨＰを紹介

岐阜県退職公務員連盟のホームページの「お知らせ」コーナーに、下記のように
可児支部ホームページを紹介して下さいました。ありがとうございます。県のホーム
ページから、可児支部のホームページへリンクできます。

★岐阜県退職公務員連盟 可児支部 さんがホームページを立ち上げ
ました。是非ご閲覧下さい。

ここをクリックして下さい。

可児支部ホームページ充実のため ご協力を！！

可児支部のホームページをご覧になられている皆様は増えています。可児支部
の活動の現況報告と会員同士の絆を一層深めるためにホームページ開設してい
ます。さらに充実したものにするために、

「私の社会貢献」を募集いたします。
例えば

◆文化協会に所属し、文化の発展のために一生懸命取り組んでいる。
◆補導員となり、可児警察署から依頼され、住民のために取り組んでいる。
◆草刈りボランティアで、学校や公共施設の草刈りに汗を流している。
◆退職後は、講師や支援員等で、子どもの健全育成に努めている。…等々

会員の皆様方お一人一人のご協力が、支部の大きな力になります。
皆様方の社会貢献の様子を発信することで相互理解、老後の生き方検証がで

きるものと考えております。ご協力よろしくお願い致します。


